
１ .残高証明書（定例発行方式）
の発行請求の登録

＜概要＞
◆「残⾼証明書（定例発⾏⽅式）」は、請求⽇以降の定期的な⽇付または特定の⽇付を発⾏
基準⽇とする残⾼証明書の発⾏を請求する⽅式です。
※上記のいずれの場合でも操作⽅法は同じです。なお、１回のみの発⾏を希望される場合には、残⾼証
明書の発⾏基準⽇の翌⽇以降に、当該発⾏条件を取消す必要があります（発⾏が不要になった場合は、
次回の発⾏基準⽇の到来前に取消す必要があります。）。

※「残⾼証明書（定例発⾏⽅式）」は、でんさいライトのほか窓⼝⾦融機関においても発⾏請求を⾏う
ことが可能です。

※請求⽇よりも前の⽇付を発⾏基準⽇とする残⾼証明書の発⾏を請求する場合、「都度発⾏⽅式」での
請求となり、窓⼝⾦融機関に書⾯を提出する必要があります。

◆「残⾼証明書（定例発⾏⽅式）」は、発⾏基準⽇を４つまで登録することができ、基準⽇
毎に郵送先を指定することが可能です（「記録住所」・「郵送専⽤住所」・「記録住所/郵
送専⽤住所」のいずれかを選択。）。

◆「残⾼証明書（定例発⾏⽅式）」は、毎⽉、発⾏基準⽇について10⽇、20⽇、末⽇を締⽇
とし、各締⽇から原則として６銀⾏営業⽇後にでんさいネットから簡易書留で発送されます。

担 当 者 ユ ー ザ ー
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①担当者ユーザーがでんさいライトにログイン後、
トップ画⾯の「残⾼証明書発⾏の⼿続き」のボ
タンをクリックします。

・残⾼証明書（定例発⾏⽅式）は、でんさいライト
のほか窓⼝⾦融機関においても発⾏請求を⾏うこ
とが可能です（請求⽅法は窓⼝⾦融機関において
異なります。）。

・残⾼証明書（定例発⾏⽅式）の発⾏に当たっては、
窓⼝⾦融機関所定の⼿数料が必要となります（で
んさいライトで発⾏請求を⾏った場合でも、窓⼝
⾦融機関から⼿数料が課⾦されます。）。

Ｐｏｉｎｔ
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② でんさいライトの決済⼝座の情報が表⽰されま
すので、「表⽰」のボタンをクリックします。
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・残⾼証明書の発⾏基準⽇は４つまで登録することができます。
・「郵送先」は「記録住所」・「郵送専⽤住所」・「記録住
所/郵送専⽤住所」のいずれかを選択します（郵送専⽤住所
には監査法⼈等の住所を設定することも可能です。）。

・登録済の発⾏条件を変更する場合は当該条件の内容を修正、
取消する場合は当該条件の「条件をクリア」のボタンをク
リックした後に、「確認へ」のボタンをクリックします。

Ｐｏｉｎｔ

④ 残⾼証明書の「郵送先」・「基準⽉」・「基準⽇」を選
択し、「確認へ」のボタンをクリックします。

③ 残⾼証明書（定例発⾏⽅式）の現在の設定状況が表⽰さ
れますので、でんさいネットに登録している記録住所以
外の宛先（郵送専⽤住所）への発送を希望する場合、
「宛名」・「郵便番号」・「住所」を⼊⼒します。

・郵便番号はハイフン（-）を除いた数字のみ⼊⼒してください。

Ｐｏｉｎｔ
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⑤ ⼊⼒内容の確認画⾯が表⽰されますので、これ
まで⼊⼒した発⾏条件の内容に誤りがないか確
認し、問題がなければ「登録」のボタンをク
リックします。
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⑥ 確認のダイアログが表⽰されますので、問題が
なければ「OK」のボタンをクリックします。

・ここまでの操作で残⾼証明書（定例発⾏⽅式）の
発⾏請求の登録申請の作業は完了となります。

・登録を確定させるためには、引き続き、承認者
ユーザーによる承認の操作が必要になります。
※当⽇を発⾏基準⽇とする残⾼証明書の発⾏請求
を⾏う場合、承認者ユーザーが当⽇中に承認
の操作を⾏う必要があります。
⇒本マニュアルの第３章４.を参照。

・残⾼証明書の発⾏条件が登録されている場合、当
該基準⽇に定期的に証明書が発⾏され続けます。
そのため、１回のみの発⾏を希望される場合には、
残⾼証明書の発⾏基準⽇の翌⽇以降に、当該発⾏
条件を取消す必要があります（発⾏が不要になっ
た場合は、次回の発⾏基準⽇が到来する前に取消
す必要があります。）。

Ｐｏｉｎｔ
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